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                                １３：００開議  

 

○ 三木 隆委員長 

 産業生活常任委員会を開会いたしますので、事務局はインターネット中継を開始してく

ださい。 

 審査順序については、商工農水部、市立四日市病院、市民文化部の順で審査を行います

が、市立四日市病院の審査につきましては、院長の診療日の関係上、明日９月１日の午前

10時から開始させていただきます。所定の時間になりましたら、他部局の審査中であって

も一旦中断し、市立四日市病院の審査に切り替えたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 また、商工農水部から２件の協議会、市民文化部から３件の協議会、１件の報告がござ

います。いずれも当委員会中に取り扱ってまいりますので、ご了承ください。 

 今定例月議会においては、決算審査と予算審査を連動させるサイクルの構築に向けた取

組を実施することになっております。決算常任委員会産業生活分科会としては、次期予算

編成に向けて政策提言が必要と思われる事業等について議員間討議を行い、全体会審査に

送るに当たっての論点を整理する必要があります。議会としての提言が必要と思われる事

業等につきましては、質疑の流れの中で議員間討議を実施していきたいと考えております

ので、委員の皆様から議員間討議のご提案を募っていきたいと思います。 

 次に、今回の委員会の中で、新たな所管事務調査を実施するかどうかを確認させていた

だきます。ご提案はございますでしょうか。 

 なしでよろしいですか。 

 

○ 日置記平委員 

 管内視察という話が前回あって、これだけコロナの危機の状態を迎えている中で、やは

り市立四日市病院の案件については、コロナを総合的に調査する必要があるというふうに

思っていますし――皆さんの意見はどうか分かりませんが――もう一つは、四日市のサー

ビス業の人たちにさきめし券という一つの手段が講じられたことを鑑みて、今、四日市の

農業政策の中で、せんだって、水沢のお茶の生産販売、これが低迷しているというところ

もありました。それから、あわせて、四日市の畜産業、特に生産業の関係にも市場販売の

低迷で苦労しているというところがあったので、病院と農業、二つのテーマ、これは皆さ
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ん、委員長のほうで諮ってもらえばいいと思いますが、その関係を調査することを求めた

いなというふうに思います。 

 

○ 三木 隆委員長 

 病院につきましては、現在、所管事務調査の範囲内におきまして、先回、病院側と打ち

合わせて所管事務調査を図ろうとしたんですが、今、この時節柄なかなかできないという

ことで、今回、病院の審査に際して、第三次中期経営計画が今年度までで、来年度から第

四次中期経営計画の計画に入っていくという部分の参考資料を私自身から請求しています

ので、そこの部分で処理していきたいなと考えています。 

 農業のほうにつきましては、関係議案の審査のときに、もう一度皆さんに諮っていきた

い、新たな所管事務調査という部分のところでありますので、そこら辺をご理解いただき

たいと思います。 

 ほかの方、よろしいですか。 

 

（なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 それでは、なお、休会中の所管事務調査については、後ほどお諮りしたいと思います。 

 本日の審査の進め方についてですが、８月21日に開催された議案聴取会において、担当

部局より各議案についての説明を一通り受けていますので、本日は、議案聴取会で請求の

あった追加資料についての説明を受けた後、質疑に入りたいと思います。 

 なお、前年度の提言事項に関し、８月21日開催の決算常任委員会において、理事者から

取組状況の報告がありましたが、今回の決算審査においては、これらも踏まえた上で決算

審査を行うこととなっております。お手元に前年度の提言事項の一覧を配付しております

が、委員各位におかれましては、各部局の審査の際に、必要に応じて質疑いただき、全体

会審査に送るべきものがあれば、ご提案をお願い申し上げます。 

 それでは、商工農水部に係る議案の審査に入ります。 

 まず、部長よりご挨拶をお願いします。 

 

○ 荒木商工農水部長 
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 お世話になります。商工農水部でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 まず、冒頭で、私どもの委員会資料の中で、２か所訂正の部分がございまして、もう既

にタブレット配信はいたしておりますが、大変申し訳ございませんでした。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 なお、本日から一生懸命ご説明させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

○ 三木 隆委員長 

 ありがとうございました。 

 これより商工農水部中、商工課所管部分についての審査を行います。 

 

    議案第21号 令和元年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について 

     一般会計 

      歳出第５款 労働費 

         第１項 労働諸費 

        第７款 商工費 

         第１項 商工費（関係部分） 

 

○ 三木 隆委員長 

 議案第21号令和元年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定のうち、商工課所

管部分についてを議題とします。 

 本件については、議案聴取会において追加資料の請求がありましたので、資料の説明を

お願いいたします。 

 

○ 渡辺商工課長 

 商工課の渡辺でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 資料につきましては、お手元のタブレットの05の８月定例月議会の中の、06の産業生活

常任委員会の中の001商工農水部（追加資料）というもので、16ページから成るものをご

用意させていただいております。よろしかったでしょうか。 

 それでは、16分の４ページのほうからお願いいたします。 
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 まず、こちら、中川委員と太田委員のほうから請求いただいた、若年者就労支援事業費

補助金についてということでまとめさせていただいております。 

 まず、若年者就労支援事業費補助金というものの概要を上に書かせていただいておりま

す。これは、若年者の就労支援に取り組む北勢地域若者サポートステーション――サポス

テと呼んでいるんですけれども――が行う講座や臨床心理士、あるいは相談等事業に対し

て支援をさせていただいているものでございます。 

 １番ですけれども、北勢地域若者サポートステーションの概要でございます。 

 北勢地域若者サポートステーションは、15歳から39歳で――今年度からは49歳までに拡

大しておりますけれども――働きにくさを抱えた若者の自立や就職支援を行っているとこ

ろでございます。四日市市内には、北勢地域若者サポートステーションが、平成23年に諏

訪町のところに設置されております。相談は無料となってございます。 

 （１）ですけれども、事業内容といたしまして、まず、就職についての相談業務という

ものをしております。こちら、履歴書の書き方とか、面接の受け方、あるいは就職に向け

てキャリアコンサルタントが個別に支援をしているというものでございます。 

 二つ目としまして、各種のプログラムによる支援。これは、対人関係のスキルを高める

ため、あるいは就労体験とかをしてもらって、あるいは少人数のワークグループなどを行

って、それぞれ人との付き合いというものを高めていただくというような支援を行ってお

ります。 

 三つ目といたしまして、基礎学力向上ということで講座の実施を行っております。パソ

コン講座、ビジネスマナー、あるいは就活セミナーなどを展開しておりまして、就職に必

要な資格を支援しているところでございます。 

 （２）のところで、過去３年間の実績を整理させていただいております。相談件数は

2555件、相談人数、新規で123人の方、年齢層としましては20歳代が半数を占めておりま

して、令和元年度に進路決定したのは90名ということになっております。この中で、北勢

地域若者サポートステーションの対象地域は、四日市市、桑名市、いなべ市、木曽岬町、

東員町、菰野町、朝日町、川越町というふうになってございます。相談件数等は他地域も

含んでおりまして、四日市市は約半数の方というふうになってございます。 

 また、追跡調査をしているのかというご質問をいただいております。追跡調査につきま

しては、就職してから半年後に調査をしておりまして、直近の調査でございますと、

43.4％の方が継続して就労しているという状況でございます。 
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 課題といたしましては、北勢地域若者サポートステーションの新規登録者を増やして、

ひきこもりの方が気軽に相談できるように、さらなる周知等を強化していく必要があると

いうふうに認識しているところでございます。 

 続きまして、16分の５ページをお願いいたします。 

 こちら、中川委員のほうから請求いただいたものでございます。就労コーディネーター

についてということで、どういうことをしているのかという資料になってございます。 

 まず、就労コーディネーターの経緯を１番にまとめさせていただいております。 

 こちらは、四日市市同和行政推進審議会から、「四日市市における今後の同和行政のあ

り方について（答申）」が平成16年３月に出ているんですけれども、平成19年にこの答申

の具体化を図るための仕組みについての答申をいただいており、平成19年の答申に基づき

まして、平成20年度から就労コーディネーターというのを配置しております。各人権プラ

ザ、あるいは学校などと連携しまして、この地域における就労の促進に努めているところ

でございます。 

 また、市内の障害者雇用率が三重県全体と比較して低いという状況がございまして、平

成25年度から企業訪問を積極的に行いまして、企業における障害者雇用についての周知啓

発も行うようになったということがございます。 

 ２番の取組の内容でございますけれども、まず、企業を訪問しまして、就労する場（特

に障害者就労）の確保及び企業状況の把握をしております。 

 また、就労困難者等の状況把握といたしまして、中学校、高校や人権プラザと連携いた

しまして、その就労に係る、求職者に係る情報を把握しているところがございます。 

 また、あるいは、就労（支援）の情報提供、就労相談ということで、ハローワーク、あ

るいは人権プラザの進路コーディネーターとか、先ほど説明させていただきました北勢地

域若者サポートステーション等と連携をして、いろいろと情報共有や相談をさせていただ

いているというところがございます。 

 四つ目ですけれども、あと、就労支援の情報の収集ということで様々な会議等に出席し

て情報収集を行うとともに、就職セミナー等にも参加しまして情報収集を行っているとい

うところでございます。 

 続きまして、６ページのほうをお願いいたします。 

 ３番に、実績を整理させていただいております。 

 過去３年間の整理をさせていただいておりますけれども、令和元年度を見ていただきま
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すと、企業訪問数480社、学校・ハローワークのほうも86回、人権プラザ82回、就労相談

件数57件、うち就労に結びついた人数としまして15人というような状況になってございま

す。 

 こちら、成果と課題というご質問をいただいておりまして、人権プラザとの連携とか、

あるいは障害者雇用に取り組みまして、令和元年度は15人の方が就労に結びついていると

いうところがございますけれども、依然として就労困難者の方もみえますので、地域や関

係機関と連携した支援を引き続き行っていく必要があると認識をしております。 

 また、現在、企業の障害者雇用法定雇用率は2.2％なんですけれども、四日市市内は今

2.39％ということで、法定雇用率を上回ってはいるものの、令和３年３月には民間企業の

法定雇用率は0.1％上げられまして2.3％となる予定になっておりまして、さらなる障害者

の雇用促進にも取り組んでいく必要があると認識をしております。 

 続きまして、16分の７ページのほうをお願いいたします。 

 こちら、樋口委員からの請求でございます。プレミアム付商品券事業の効果等について

というところでございます。 

 まず、１番目に、プレミアム付商品券事業の概要を整理させていただきました。 

 こちらは、消費税10％への引上げが、低所得者、あるいは子育て世代の消費に与える影

響を緩和するとともに、地域における消費喚起を下支えすることを目的に行ったものでご

ざいます。 

 平成27年度におきまして、同じようなプレミアム付商品券事業を行っているんですけれ

ども、こちらにつきましては、市内店舗における消費喚起による地域経済の活性化を目的

に、市民全員を対象に商品券事業を発行しているというものがございます。 

 ２番でございますけれども、今回のプレミアム付商品券事業につきましては、購入期間

は10月１日から２月14日までで、利用期間は同じく10月１日から２月29日までというふう

になってございます。 

 利用促進としまして、私どもがさせていただいたのが、まず、広報よっかいちにおいて

４回掲載、あるいは市のホームページで周知、また、商品券取扱店舗とかでポスター掲示

やフラッグ、ステッカーなどで案内等をさせていただいたところでございます。 

 ３番でございますけれども、商品券取扱加盟店の利用の状況でございます。こちら、前

回、平成27年度で実施しました中小店舗等の商品券の発行、前回は中小店舗で使える商品

券と大規模店も含めたどこでも使える商品券というのを分けて商品券を発行していたんで
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すけれども、今回の事業ではどこでも使えるような商品券となってございましたので、中

小の商店さん等が参加するメリットがちょっと少なかったということと、今回の購入の対

象者の方は住民税非課税者の方と子育て世代の世帯主の方ということで、対象者が限定さ

れていたことから、取扱加盟店の登録数や利用実績が前回、平成27年と比較しまして下回

ったというふうに考えております。 

 ４番、効果検証でございますけれども、住民税非課税の方と思われる方にまずご案内し

まして、実際に申請いただいたときに、商品券の対象となる住民税非課税の方がどうかと

いうのを審査させていただいて申し込みいただくような制度になっているんですけれども、

申請率が35.4％となっておりまして、他都市と比較しましても若干低い申請率というふう

にはなってございました。その理由といたしましては、やはり広報よっかいち等での周知

を図ったものの、きめ細やかな周知に至らなかったのではないかというふうに反省をして

いるところでございます。 

 ８ページのほうをお願いいたします。 

 その一方で、平成27年の前回の事業におきましては、消費喚起による地域経済の活性化

を目的としまして、全市民が購入対象者になっておりましたけれども、今回は対象者が限

定されていたことも含めて、前回の事業との比較はちょっと難しいのかなというふうに考

えております。 

 なお、今回の商品券事業の全体効果検証というのは、国において調査を行うというふう

に聞いているところでございます。 

 ８ページ、上段下から表に、前回と今回との事業の比較表というような形で事業概要を

まとめさせていただいております。上から三つ目の販売額でいきますと、今回１冊5000円

相当のものを4000円で、前回ですと１万2000円相当を１万円で購入できるというような内

容になっております。購入可能数やプレミアム率は以下のとおりでございまして、対象者

数が、今回ですと５万3665人、その中で非課税者４万5183名となっておりますけれども、

こちらは非課税者と思われる方ということで、例えば扶養に入っている方なんかですと商

品券を購入できる対象ではないことになっておりますので、この４万5183名は非課税者と

思われるというような方の人数でございます。前回ですと、全市民が対象になりまして、

実際には抽せん及び一般販売をさせていただいたところでございます。 

 非課税者の方の申請者数は１万6002名ということになっておりまして、申請率は、上の

対象者数で割りますと35.4％というふうになってございます。その中で、購入引換券を交
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付させていただいたのが、非課税者、子育て世帯、転入者合わせて２万3959名の方という

ことになってございます。 

 16分の９ページのところには、販売とか換金率等を示させていただいておりまして、加

盟店の登録店舗数を見ますと、今回689件となっておりまして、前回は1301件ということ

で非常に少ないという数字となってございます。 

 雑駁ですけれども、説明は以上でございます。 

 

○ 三木 隆委員長 

 説明はお聞き及びのとおりです。 

 まずは、若年者就労支援事業費補助金及び就労コーディネーターについてのご意見、ご

質疑がございましたら発言願います。 

 

○ 中川雅晶委員 

 資料ありがとうございます。 

 この事業が、先ほどご説明あったように、平成20年でしたか、相談件数は北勢地域の全

てを合算してということで、相談人数は新規123名、この相談件数というのは一件一件の、

それぞれ毎日ある相談を全部積み上げて2555件とされているんですよね。延べ人数とかで

はなかなか把握しづらいのでこういう形にされているのかなと思いますが、進路決定者が

90名、一応アウトプットとしては90名の方を就労に結びつけましたよと。もちろん成果は

これだけではなくて、いろんな成果はあるとは思うんですけど、これだけ経年的にやって

こられて、まず一つは、北勢地域若者サポートステーションだけがこの事業を担っている

ことの課題とか問題はないんですか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 北勢地域若者サポートステーションでは非常に働きにくさを抱えた方をいろいろと支援

しているということで、これ、まず国の事業としていただいているというところでござい

ます。 

 働きにくさを抱えた方の支援というところでいきますと、北勢地域若者サポートステー

ションにつきましては就労を中心にやってございますけれども、それ以外に、四日市市で

いきますと、例えば厚生労働省三重労働局との協力協定というものを結ばせていただいて
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おりまして、そういった中でも様々な支援をし、私も健康福祉部とかと連携もしながら支

援をさせていただいているところでございます。 

 最後の就労のところに関しましては、商工農水部のほうで北勢地域若者サポートステー

ションと一緒にさせていただいているというところでございまして、就労に結びつくまで

のところでは、健康福祉部のほうでもいろんな支援もさせていただいているというところ

でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 その辺の連携とかというのも必要やと思うんですけど、僕は一つ、コロナ禍を受けて労

働環境もなかなか厳しくなってくるので、ますます、なかなか大変かなと思いますし、多

岐にわたってしなきゃいけないし、また、先ほども、対象年齢も39歳から49歳に引き上が

ったということは、大人のひきこもりというところの社会問題に対しても対応していこう

ということの表れだと思うんですが、となると、この事業も少しバージョンアップするな

り、少なくとも今までの総括をするなりという形で、事業自体をやはり考えなきゃいけな

いですし、担い先も、北勢地域若者サポートステーション一つでやっているだけでいいの

かどうなのか、また、健康福祉部との連携というふうにおっしゃっていますので、当然そ

うやと思います。そうなると、やはりなかなかこの事業を連携して、重要な事業として位

置づけてやっていくとなった場合においては、商工課だけではなくて、もちろん先ほど連

携していますというふうにおっしゃっていましたけど、事業としての厚みを持たせていか

なければ、時代に適応していかなくなる可能性もあるのかなと思うんですが、その辺はど

うですか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 まさに委員おっしゃるとおり、コロナ禍も含めて、なかなか就労に結びつかないという

ところの現状が非常に課題であるというのは、我々も認識しているところでございます。 

 そういった中で、特に北勢地域若者サポートステーションにおきましては、働きにくさ

を抱える若者を対象にしておりまして、特に年齢引上げも、いわゆる就職氷河期の世代の

方たちへの支援も必要になってくるということで、こちらにつきましても、昨年から非常

に大きな課題だというところで、そちらに対しても支援を強化していくということで、北

勢地域若者サポートステーションの年齢も49歳までというふうになりましたし、あと、三
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重労働局との連携の中でも、就職氷河期世代を含めて、さらなる就職支援強化をしていく

必要があるのではないかというような意見交換をさせていただいているところでございま

す。若年者に限らず、障害者雇用も同じようなことが言えると思いますので、その辺りに

つきましても、状況に合わせて、強化できるところはしていく必要があるというふうに認

識しているところでございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 実績を出してくださいってお願いしたという部分があるんですけど、ただ、僕も進路決

定者だけを見ているわけではないんです。もちろん進路決定者も大切ですけれども、ここ

の内容にも書いてありますけど、履歴書の書き方とか面接の受け方とか、そういった就職

のマナーとかと合わせて、次の対人関係のスキルを高めるためというところの部分という

のも非常に大切な部分かなと思っているので、単にどれだけ就職決定したんやということ

の単純な言い方ではないんですけれども、ただ、やはり重層的にやっていこうとなれば、

やっぱり工夫しなきゃいけないと思うんです。何もかも北勢地域若者サポートステーショ

ンにお任せして、実績だけ上げてくださいね、補助金を出しますというやり方で今後対応

できるのかどうなのか。 

 例えば三重県内の中でも、そういう関係者を一堂に集めて、検証、研究されている自治

体も近隣にあるわけですし、こういう今の北勢地域若者サポートステーションのような事

業者もおられれば、障害者のそういう事業者もおられれば、行政機関もおられて、どうい

うふうにしていけばいいのかなというところを検証されたりとか、在り方の検討をされて

いるというところも具体的にはありますので。となると、本市の事業も少し切り口を変え

たりとか、バージョンアップをしていかなければならない時期が来ているのかなと思うん

です。 

 その前には、やっぱりきっちりと正確な情報共有をしていかなきゃいけないし、総括も

していかなきゃならないので、その辺をどれだけ、今は北勢地域若者サポートステーショ

ンが前面に出ておられるので、市との間でどういうふうに連携をしていくのか。今後、北

勢地域若者サポートステーションだけじゃなくて、この事業を拡大していくのであれば、

どういうやり方、どういう担い手とタッグを組んでいくのかというのを考えていかなきゃ

いけないと思うんですが、そういった方向性はどうなんですかね。来年度に向けて、いや、

もう今年度の踏襲で、しばらくこのままでやりますわというのか、どこかの時点でバージ
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ョンアップも考えるというのか、それはどうですか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 ありがとうございます。 

 まず、就職に非常に困難な方というところでいきますと、まず、福祉的な部分のところ

で、例えばひきこもりの方ですと、家から外へ出ていただくというような支援が必要にな

ってきます。こちらは、市役所でいきますと主に健康福祉部のほうでしていただいている

んですけれども、例えば令和元年度から就労準備支援事業としまして、健康福祉部のほう

で、ひきこもりの方を中心に、要は相談とか、ちょっとした職場体験みたいなトレーニン

グしていただいて、ちょっと外へ出ていってやってもらうというようなこともやってござ

います。そこから、機運を醸成してきたら、正式にちゃんと働こうかというふうにしても

らって、北勢地域若者サポートステーションとか就労コーディネーター、そういったとこ

ろで、じゃ、具体的にどうやって働いてもらおうかというところに、支援にバトンタッチ

を受けてくるというようなことをしているところでございます。 

 こちらにつきましては、庁内でも、国との協定の中のも含めて連絡会議もしておりまし

て、情報共有をしながらやっていくというところでございます。 

 さらなるというところでございますけれども、若年者の就労支援というところでいきま

すと、北勢地域若者サポートステーション中心のところもございますけれども、さらにこ

の先を見ていくと、例えばＩＴ人材育成というようなところなんかも今後活用していきた

いというふうなことも考えております。要は、多様な就職先で働いてもらえる人材育成と

いうのも非常に大事なのではないかなというふうな認識もしておりまして、そういったと

ころも時代に合わせて対応していきたいというふうに考えております。 

 

○ 中川雅晶委員 

 ぜひ、相談業務も大切ですし、もちろん福祉的な要素というか連携も十分重要やと思い

ますし、そういう様々な対人関係のスキルアップをしていただいたりとか、それぞれのキ

ャリア能力をアップしていただいたりとかというところと、就労にすぐ結びつかない人の

支援、就労にも、本当の正規就労から短期就労とか、非正規の就労とかいろいろあります

けど、取りあえず就労に結びつけられるし、そして、就労を継続している人、就労をやめ

てもそのまま知らないではなくて、どうサポートとしていくかということも併せて重層的
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にしていかなきゃならないかなというふうに考えると、現在の事業費補助金111万4688円

で足りるかどうかというのも、とてもやないけど、多分111万4688円で、今、私が求める

ような事業というのはなかなか難しいのかなと思うんですけど、ただ単に金額を上げれば

いいという話でもないと思いますので、となると、この事業を、健康福祉部との間でどう

いう事業にしていくのかをやっぱり詰めなきゃならないですし、詰めるに当たっては、や

ってこられた北勢地域若者サポートステーションの知恵をお借りして、どういうものが必

要で、例えば予算の分においてもそうですし、人的な支援も含めてどういうものが必要な

のかをもう一回精査して、コロナ禍の影響を受けた今後１年、２年、３年という中におい

て、この事業を発展的にしていただくような工夫をぜひしていただかなきゃならないかな

ということだけ申し上げて終わります。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 これは北勢地域なんですけれども、今、ＩＴ人材育成の部分と絡めていくという話があ

って、市の事業が中心になるのは仕方ないのかなと思うんですが、わかものハローワーク

とかとの連携というのはどうなっているのかとかあれば教えていただきたいんですけど。 

 

○ 渡辺商工課長 

 わかものハローワークは個別支援にも力を入れていただいておりまして、そういったと

ころと連絡もしながら、お互いの得意分野のところを整理しながら、あるいは相手さんの

状況に応じて対応をやっていくというような、情報共有とか連携をさせていただいている

というところでございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 具体的に言うと、どれぐらいあるんですか、そういうやり取りは。例えば2555件の相談

件数があるといって、新規が123人ですけど、延べの相談件数ですよね、これは人数では

なくて。その人たちの中で、わかものハローワークのほうに行ってもろうたほうがいいよ

とか、実際に職業訓練的な部分に行ったほうがいいよみたいな、市の事業以外のところに

接続するというのはどれぐらいあるんですか、ざっくり。 

 

○ 渡辺商工課長 
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 すみません。やり取りはさせてもらっておりますけど、件数までは今把握してございま

せん。申し訳ありません。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 四日市市行政を疑って何かを言うというわけじゃないんですけれども、やっぱりとかく

連携が図りにくい部分でもあるのかなと思いますし、個別の人間の情報を行政機関だけで

やり取りをするという難しさも出てくると思うので、渡辺課長の言われることの行き着く

先が、すごくいいところには行っていないと思うんですよ。すごく低いレベルで多分やり

取りをしていただいているんだと思うんです、できる範囲というのを探りながら。もっと

連絡調整を図れるような機会をつくっていかなきゃいけないんじゃないかなというのをす

ごく感じるんですが、その辺りいかがですかね。 

 

○ 渡辺商工課長 

 委員おっしゃるように、様々な支援機関――行政も含めてですけれども――がある中で、

それぞれは一生懸命させていただいているというふうには認識しておりますけれども、お

っしゃるように、横との連携、またその隣の連携、さらに隣の連携というところは、やは

りちょっと油断していると、連携が密だったのが、人が替わればちょっと薄くなってしま

ったりということは出てくると思いますので、できる限りそういったことがないように、

きちっとした連携は必要であるというふうに認識しております。どういう形でしていくの

がいいのかという、今ちょっといいアイデアというのは思い浮かばないんですけれども、

必要性は非常に認識をさせていただいているところでございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 北勢地域若者サポートステーションの事業を活用していただいている方たちの中で、ざ

っくりでいいんですが、生活保護の受給者ってどれぐらいおるんですか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 申し訳ございません。そのデータは今、持ち合わせていないです。 

 

○ 樋口龍馬委員 



 - 14 - 

 ざっくりでも……。 

 

○ 渡辺商工課長 

 すみません。ざっくりでも、我々のところではちょっと今把握できていないところであ

ります。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 把握をしていかなあかんと思うんですよ。とにかく自立支援をかけていって生活保護を

受けなくてもいい状況をつくっていってあげないと、なかなか社会に戻ってこられなくな

ると思うので、ちょっと違うところでも、うちの会派の人にもお願いをしていろいろ言っ

ているんですが、どうしても世帯収入でいろんなものを縛っていくのが、四日市だけじゃ

ない日本の動きなんですけれども、そうすると、親が元気やったら子供は自立しなくてい

いというふうな見方にも捉えられる中で、生活保護を受けたらいいというふうに切るつも

りはないんですけれども、どこかで親と子供というものを分けて考えていってあげないと、

若者が自立していく機会というのは、気がついたらそれで、先ほどの中川委員の話じゃな

いですけど、55歳になっても60歳になってもひきこもりになっているという方たちもおみ

えになるんですよね。そういうことを、これから先の将来、20年、30年を見据えて潰して

いこうと思うと、生活保護を受給している人がどれぐらいいるんだろうかとか、それに対

して一定の支援をかけることによって将来の行政の福祉的負担が減っていくのであれば、

積極的に集中投下して自立させていく。 

 この前も、ちょっと人材派遣の社長とかといろいろ話をしていたんですが、これからは、

社会環境がつくられている職場の中で働ける若者というのは減ってくると思うという方が

おみえになって、起業していけるような人たちをつくって、どんどん一人親方みたいなノ

ウハウを身につけさせるということもしていかないと難しいんじゃないだろうかというご

意見も割と盛んに出ていましてね。 

 そんなところも感じたところですので、これは参考にとどめておいていただいたらいい

のかなと思うんですが、反面、先ほど申し上げた、生活保護の受給者がどれぐらい来てる

んだと、それをどうやってして潰していくか、将来の税負担というのはどれぐらいになる

のかということまで、僕は外注してでも測ったほうがいいと思います。親になると、子供

を育てるまでに何千万円とかというのはざっくりライフプランを立てたりしますけれども、
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自立すべき世代がずっとそこにくっついてしまうことによって起こる損失というのは非常

に大きいと思うので、改めて調べていっていただきたいな、事業をやっていただきたいな

ということをお願いして終わります。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 ちょっと私、説明を聞き漏らしたかも分からん、被るか分かりませんけど、例えば去年

に就職が決まったという人のところで、進路決定者が90名とありますよね。受験して落ち

た人もいて、受かった人が90名だと思うんだけど、何人ぐらいの方が、会社を受験してい

るんですか。分かりますか。 

 

○ 小宮商工課課付主幹兼勤労係長 

 失礼します。 

 会社を受けられた母数ということでよかったですかね。申し訳ないですが、そこはちょ

っと把握していないんですが、進路決定者数の中で、新規で決定した方は約半数、再就職

の方は一部、25名ほどが再就職というのは確認をしております。 

 以上です。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 母数が分からないって結構致命的やと思うんですけど、ある意味、社会に出ていくため

の予備校的な性格もあるわけじゃないですか。予備校って、大体何人受けて何人通ったと

把握しておるものなわけで、合格者数だけ発表しておっても、それは大本営発表であって、

運営していくというところで考えたときに、合格率、何人受けて何人合格したというのは

把握していないとあかんと思うんですよ、運営者側としては。多分調べれば把握はできる

んだろうと思うんだけど、ちなみに、別に今調べてデータを出せとは言うつもりはありま

せんけれども、例えば部署に戻って調べれば数字を拾える状態なんですか。 

 

○ 小宮商工課課付主幹兼勤労係長 

 北勢地域若者サポートステーションのほうに確認してという形になります。 

 

○ 諸岡 覚委員 
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 調べられるということですね。 

 

○ 小宮商工課課付主幹兼勤労係長 

 そちらに聞いて確認してということであれば、調べられると思います。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 分かりました。来年からぜひ調べてみてください。母数も重要だと思います。 

 それで、母数がどれだけあるか分かりませんけれども、例えば2500件相談があっての90

名進路決定というと、パーセンテージでいうと３％か５％ぐらいの話ですよね。今、有効

求人倍率が１ポイントを超えておる中で、あり得ないくらい低い数字なわけじゃないです

か。この原因はどこにあるという認識をされていますか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 こちらに相談に来られる方は、まず、そもそもなかなか働きづらいということを課題と

している方が相談に来られておられるというところでございます。ですので、まず、そも

そも対人関係を、人によって違うんですけれども、もともと働いていて一旦引き籠もられ

て、また復帰しようかなという子もいれば、ずっと引き籠もっていた方とかいろいろな方

がいらっしゃいまして、ですので、求人があっても、そこに、会社に行くというところか

ら訓練していくとか、そういったことも必要になってございますので、なかなかこの相談

者が実際の就職に結びつくというところは非常に、いわゆる一般的な就職活動というのと

はちょっと状況が違うというところがございます。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 ちなみに、例えば2500人という数字は、本人の意思で、本人が希望して相談に見えてい

るのか、本人は嫌々なんだけれども家族が相談に来ているのかというのは、どんな感じな

んですか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 ちょっと割合は把握してございませんけれども、両方のケースがあるというふうに認識

しております。 
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○ 諸岡 覚委員 

 私、思うんだけれども、さっき樋口委員の質問でちょっと分からないことがあったけど、

例えば、この中で生活保護がどれだけいるか分かりませんよ、分からんけれども、本人が

嫌々で来ていると、仮定しましょうよ。そんな方もいらっしゃると思います。仕事をする

気がなくて、しかもそれでも生活保護を受けなくても生活できている、それって何が問題

なんだという話で、ある意味理想的な、仕事をせんでも生きていけるんだから、しかも本

人に働く気がないなら、そこにどうこう言うのはおせっかいな話。 

 大切なのは、いろいろあって、本当は仕事に行きたいんだけれどもちょっと行く勇気が

ないとか、意欲のある人は助けていくべきだし、だけれども、仕事をしたくないし、仕事

せんでも生きていけるというんだったら、別にそれは余計なおせっかいであるし、そこっ

てどうなんかなと思うんですよ。あくまでも本人に意欲があって、本人が何とか出てきた

いという必要があるんじゃないのかなと思うんですが、どうですか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 委員おっしゃるように、本人の意思がなければそもそも就職に結びつかないというとこ

ろがございます。一方で、健康福祉部のほうで令和元年度からやっておりますけれども、

就労準備支援ということで、ひきこもりの方を中心に、まずは、福祉的にいえば、ひきこ

もりからその状態を脱してもらおうというような支援というのもやっておりまして、ずー

っと最後の延長には当然、就職というところも目標の一つとして、我々のほうで今、この

事業をさせていただいているというところでございます。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 実際、ネットなんかを見ていると、働きたくない、実際に生きていける状態で、親に無

理やり何かどこか連れていかれたとか、人権侵害やって言うておる人たちもようけおるわ

けですよ。そういう人たちの思いというか権利みたいなもの、私は、これ、あって当然だ

と思うんですよ、人間なんですから。実際、仕事せんでも生きていける、働くつもりもな

い、ほっておいてくれやという人もいて当然だし、そういう環境にあるなら、そういう人

を無理やりどうこうするというのは人権的にどうなのか。あくまでも意欲のある人をバッ

クアップしていくのが行政の仕事であって、嫌だと拒否する人を無理やりどうこうする必
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要はないのかなと。 

 そんなこともいっぱい、ネットを見ているとありますよ。親に無理やり連れていかれて、

こんなのはおかしいみたいなことを書いている人、ようけいらっしゃいますから。その辺

もちらっとでも考えていただければいいかなと思って、この一言で終わります。 

 

○ 三木 隆委員長 

 意見でよろしいか。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 はい。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 運営事業者がありますよね。北勢若者サポートステーション。代表は皆さんもよく知っ

てみえる方なんですけど。ホームページを見に行くと、トップに書いてあるのが、それは

そうとモリ・カケ・桜はどうなるの、なんですよ。こんな運営事業者でええのかなという

のはちょっと思います。僕は自民党じゃないですよ。正直、どうかなと思う部分はありま

すよ。でも、公益を担う事業をやっている団体のホームページのトップが、それはそうと

モリ・カケ・桜はどうなるのって、品性を疑いますよ、私はね。 

 いろんなところに名前の出てこられる方たちですし、市の繁栄に寄与していただいてい

るとは思うんですが、こちらの理事の人たちは、なやプラザなんかも管理しておるわけで

すよ。行政機関を預かる人たちの、ＮＰＯのトップページが、何回も言って申し訳ないん

ですけど、それはそうとモリ・カケ・桜はどうなるの。これで四日市はいいんですかとい

う質問をしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 樋口龍馬委員 

 私は、今後の関係を見直すべきだと思いますね。幾ら何でもこれは、公平、平等の精神

に反すると私は感じます。 
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○ 荒木商工農水部長 

 私どもの補助金なり委託なり、公共事業の一部を、一翼を担っていていただいておると

いうことで、委員おっしゃっていただいたように、そういう政治的な文言等々がホームペ

ージのトップページにあるということに関しては、他の部局も含めて一度、全庁的に情報

共有を図った上で、申し入れるなりなんなりというふうなことで考えていきたいというふ

うに考えます。 

 以上でございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 決算審査ですし、委託事業で四日市市が独自に行っているものではないというのもよく

理解しますし、先ほども言ったように、市民活動のレベルで非常に活躍していらっしゃる

皆さんのところなので、そのお付き合いの中で済んでいっている部分はあると思うんです

けれども、私は四日市市が、そういう政治色を前面に出すようなところ、政治思想をうた

ってしまうところを、公益的な税金を投入する相手方として認めていっているというのは、

もう少し注視していただきたいなと、これはきつくお願いしたいと思います。 

 あと、北勢地域若者サポートステーションのホームページがひどい。また見てみてくだ

さい。多分あんまり見たことないと思います、皆さん。調べてみてください。何年前のホ

ームページやと思いますし、リンク切れも多い。もし受託するときの内容で、ホームペー

ジの管理とかというのも入れているのであれば、これを点数に入れちゃあかんやろうとは

思います。そういう契約を結んでいく段階で、四日市市がどれほど口を出せる話なのかと

いうのは、私は承知していないのですが。 

 いずれにせよ、若者が見るわけですよ。サポートを受けようとしている人たちが、果た

して見やすい入り口になっているのかということを議会の立場で牽制させていただくと、

あまり入り口が分かりやすいとは言えない。今、私より大分年配の人たちが作ったもので、

大分年配の人たちが見るんだということであれば、こういう形もありなのかなと思うんで

すが、なかなか問題があるなと思いますので、今後の運営の中においては、市費を、税を

投じるのであれば、運営団体に対するポリシーも求めていっていただきたいし、同様に、

若者が一体どんな媒体でここに接触をしてくるんだという視点で、若い職員に一回、これ

を見てどう思うと聞いてみたらいいと思うんですよ。四日市市にも若い職員いっぱいいる

わけですし、皆さんのお子さんでもよろしいですわ。高校生の子供あたりにどうって見せ
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て、これで相談に行くかって聞いてみてもらうと、行かんと言われる方もおみえになるん

じゃないかなと。その入り口をくじいてしまうというのはこの事業の本質から外れてしま

いますので、もっと入りやすい入り口を、こういうところにお金を使ってもいいと思うん

ですけどね。 

 意見とさせてもらいます。 

 

○ 三木 隆委員長 

 就労コーディネーターについても含めて、ご質問、ご審議いただきます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 ほぼ一緒で考えていましたけど、就労コーディネーターも、企業訪問、それから学校訪

問、それから、先ほど北勢地域若者サポートステーションと連携した進路相談をされてい

るというところで、ここも、平成25年から企業訪問を積極的にされていて、平成20年から

就労コーディネーターを10年以上配置されていて、ここも一定、役割とか仕事の総括とか

というのをやっぱりしていただかなきゃいけないかなというふうに思っておりますし、企

業側が訪問して、こういう企業が、障害者の雇用とか、今言った北勢地域若者サポートス

テーションの若者たちの雇用の受け皿を多分探してこられてマッチングされている部分、

努力されている部分は、見させていただいても感じるのは感じるところなんですけれども、

それも大切な仕事やと思うんですが、やはり時代に適応していかなきゃならないとなると、

今後、先ほどの若者就労支援事業とともに、その辺もセットで、今後、見直しするところ

は見直していかなきゃならないというところもあるのかなと思いますし、また、こういっ

た就労コーディネーターの知識とか知恵とかというのを十分活用しながら、市の施策とし

て引き上げていただくような努力をしていただかなきゃならないのかなと思いますので、

先ほどの若者就労支援事業とともに、就労コーディネーターについてもセットで見直し等

を図っていただくように、お願いだけしておきます。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他に。 

 

○ 日置記平委員 
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 ４ページの相談件数2555、つまり、この中身を見ると、半分が四日市市と考えていいん

ですね。半分にしたって1300人ぐらいいる。これは、通称フリーターと呼ばれる人たちな

んやろうか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 フリーターという方は基本的に働いたり働かなかったりとかということで、自分から働

き口を探しに行ける方が結構多いのではないかというふうに認識しておりますけど、北勢

地域若者サポートステーションを利用される方は、それよりも、人となかなか会話しづら

いとか、そもそも家から外へ出るのが非常につらいというような方などが主な対象という

ふうになってございます。 

 

○ 日置記平委員 

 そうすると、障害者ですか、部分的な判断をすると。 

 

○ 渡辺商工課長 

 障害者というのは障害者手帳をお持ちの方ですけれども、この方たちは障害者手帳を持

った障害者ということではございません。 

 

○ 日置記平委員 

 でも、働くという意思はあるのかな。 

 

○ 渡辺商工課長 

 人によってなんですけれども、特に福祉のほうから入ってくるときには、働く意思がま

だそこまで醸成されていないという方もみえると思います。北勢地域若者サポートステー

ションへ相談してもらって、臨床心理士とかと話をしてもらっていく中で、ちょっと働こ

うかな、働きたいなというような意識を醸成していくというところも、支援をしていると

ころでございます。 

 

○ 日置記平委員 

 もう少し私なりに勉強してみます。 
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 それから、名前として、キャリアコンサルタントという名前と、それから就労コーディ

ネーターという名前が二つ出てきますね。これは、全然分類が違うんだろうと思うんです

けど、例えばキャリアコンサルタントという人たちに商工農水部の人たちがお願いして、

二千五百何人の若者を指導してもらっていると。キャリアコンサルタントは、企業でやっ

ているんやろうか、それとも１人でこういう職業を立てている人なのか。就労コーディネ

ーターもこれも含めて、少し説明してもらえますか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 ちょっと順番が逆になりますけど、就労コーディネーターにつきましては、市の職員で、

会計年度任用職員で商工課に配属しております。就労コーディネーターは、主に企業を回

りまして、企業で障害者雇用をしてもらえないかとか、あるいはその気があるとかそうい

ったところを聞きながら、マッチングに結びつけていくというようなことを主な業務の一

つとさせていただいております。 

 一方で、キャリアコンサルタントというのは総称でございまして、北勢地域若者サポー

トステーションが――もともとサポートステーションは国の事業でもあるんですけれども

――例えば履歴書の書き方の先生とか、面接の受け方の先生とか、あるいは就職マナーの

先生といった方を個々に雇って教えてもらうというので、キャリアコンサルタントの方に

よっては、個人でやっている方もあれば、企業に属している方もみえるというので、テー

マに合わせて専門家に来てもらって、教えてもらっているというような状況でございます。 

 

○ 日置記平委員 

 まだまだ理解できないところがあるんだけれども、また個別にちょっと教えていただき

ます。ありがとう。 

 

○ 三木 隆委員長 

 プレミアム付商品券事業の効果等についても、併せて議論していただきたいと思います。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 ありがとうございます。いろいろとご説明いただきましたし、総括いただいてありがと

うございます。 
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 問題は、参加していただける、利用できる店舗の数を充足できたのかというところにつ

いては課題としておかなければならないし、また、周知の窓口というか発信する口が広報

よっかいちということで、果たして十分だったのか。例えば保育園に置けなかったのかと

か、小児科に置けなかったのかとか、そういう辺りの検証というのはされましたか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 委員おっしゃるように、広報よっかいちを中心に周知を図ったというところで、実質、

もうちょっときめ細やかな、あるいはその先というところまでが対応できなかったという

ところは、非常に反省をしているところでございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 例えば対象になる家庭、対象にならない家庭がある中で、はばかられて置かなかったと

いう話なのか、広報よっかいちでも大丈夫かなと思ったという話なのか、どちらになるん

ですかね。 

 

○ 渡辺商工課長 

 そのときは、広報よっかいちと、あと、それぞれ対象の方にはご案内させていただいて

おりましたので、非課税世帯と思われる方にはその全世帯に郵送でご案内をさせていただ

いておりましたし、子育て世帯の方にもそれぞれ郵送で送らせていただいておりましたの

で、そこのところと広報よっかいちで十分ではないかというような認識も持っていたとい

うところはございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 結果は十分じゃなかったということにつながると思うんですが、そうはいっても、じゃ、

それを持っていったら、これは非課税世帯しかもらえないもの、それを持っていったとい

うことはあの人は非課税世帯なんだねって指を指されるような状況になってもよくないで

すし、その辺は配慮しなきゃいけないのかなというふうには思うんですが、加納議員の一

般質問の最後のほうを見ますと、言うべきことは国のほうにも言っていって、制度的な問

題がなかったのかということも指摘をするべきだという話がされています。その後、そう

いったほかの行政機関に対して申入れを行うような動きをしたのかしなかったのかという
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ことについて教えてください。 

 

○ 荒木商工農水部長 

 国から、まだでございますが、この制度についての決算が終わった段階で国よりアンケ

ート調査が来るというふうに聞いています。 

 私どもとしては、やはり先ほどからペーパーにまとめさせていただいておるように、一

番大きいのは、市側からいくと、事務量が結構大変でございました。したがいまして、例

えば他市ですと、丸投げ委託しておるところもございました。そういったことからいくと、

結構事務量がかかる割に効果が少なかったという反省点であるとか、あるいは、やはり非

課税世帯ということで、現金を持ち合わせていない方が多くあると。にもかかわらず、購

入せなあかんという制度であったことなどを、アンケートとして国のほうにはお答えして

いく考え方をしてございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 ありがとうございます。 

 自由記述の欄とかに書いてもらうことになると思うんですが、先ほど課長の説明の中で

も、全体としては、国がこれから総括をしていくというふうに聞いておりましたので、出

てきた総括の内容だけ、また議会のほうにも共有できるようにしていただきたいと思いま

すが、それは可能ですか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 はい。対応のほうをさせていただきます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 終わります。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他にありませんか。 

 

（なし） 
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○ 三木 隆委員長 

 他の質問を受け付けます。どうぞ。 

 休憩しようか。再開は20分で。 

 

                                １４：０２休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １４：１８再開  

 

○ 三木 隆委員長 

 それでは、再開いたします。 

 資料請求以外の部分の質疑を受け付けます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 先ほどの北勢地域若者サポートステーションのところでも関連してお話しさせていただ

いたんですが、ここでも言っておきたいなというところで、部局別資料の商工農水部、85

分の24、障害者雇用奨励補助金、これは、事業主に対しての部分になっておるんですけれ

ども、毎年確認をしている部分を１点と、非常に簡単な部分を１点質問させていただきま

す。 

 一つ目、これは、世帯収入には全く関係のない性質のお金になるのかどうかというのを

まずお聞かせください。 

 

○ 渡辺商工課長 

 こちらにつきましては、雇用している企業への支援ということになりますので、障害者

の方個人というところには特段リンクしないというものでございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 ありがとうございます。 

 こういう事業のお金と、あと、健康福祉部が担っている障害者雇用に係る部分のお金と

いうのがあります。非常に近似している中で、いつもどっちで扱うべきなんだなんて話も
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出るんですが、この整理は、福祉的なものと雇用経済という部分ですみ分けを図りながら

ということで何年間かずっと来ているんですが、その方向性に変わりがないのかどうかと

いうのをまず前提として確認させてください。 

 

○ 渡辺商工課長 

 健康福祉部におきましては、基本的には人に対する支援を主に担っていると。商工農水

部につきましては、企業、事業所に対して支援を行っている。ただ、それぞれがばらばら

でやるということではなくて、あくまでそこをつないでいくというところも併せてやって

おりますし、特に商工農水部におきましては、事業所と人をつないでいくというところも

支援としてさせていただいておりますし、我々の責務ではないかというふうに考えている

ところでございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 これは、常にお願いするんですが、しっかりと連携を図っていただきたいということが

１個と、先ほどの渡辺課長の答弁の中身についてちょっと踏み込んだ話をしていきたいな

と思うんですが、継続雇用を監視していくところがないのかなというふうに思っています。

その都度都度の雇用、これは健康福祉部の部分についてもそうですし、国の助成金を使っ

た場合は何か月以上勤労しているとかという程度のことを測っているんですが、それ以外

の雇用の継続性ということにはあまり触れていなくて、障害者雇用の奨励金補助というの

である程度の重度の障害の方だったりを雇ってきました、それに対して企業にお金をつけ

ましたというのがあっても、これも数字として、何％雇用しなければいけないという目標

達成の頭割りとしてはカウントするんですが、その瞬間瞬間を見ているだけで、継続的な

雇用につながっているかについては監視をしていないということでよろしいですか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 監視といいますか、障害者の方が就職されて、その方が、例えば５年、10年働いている

いないというところまでは、我々として把握していないというところでございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 これを何年以上働いていなかったら出しちゃいけないじゃないかという話をしたいわけ
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ではないんですが、お金を使った以上、その人がどれぐらい勤続したかということはデー

タとして残していけるような形を取ったほうがいいのかなということを考えているんです

が、その辺りいかがですかね。 

 

○ 渡辺商工課長 

 なかなか個人を追いかけていくというところは難しいと思うんですけれども、やはり企

業に対しましては、できるだけ長く雇用していただくと、我々が支援させていただいてい

る入り口としましては、そもそも障害者雇用していない企業に、まず、障害者雇用をして

もらえるように機運を高めていくというのがまず入り口としてございます。その次としま

して、どのようなケースで障害者の雇用ができるか。これは企業によって、企業の業務に

よって全然違ってきますので、そういった状況、こんな企業はこんな障害者の方で働いて

もらっていますよというようなことで、ちょっと前向きになってきましたら、そういう紹

介事業をさせていただいております。そうしますと、その企業が、うちではこんな働き口

があるのかなというのを考えてもらって、じゃ、ちょっと試しに雇用してみようかという

ところでトライアル雇用に入っていくというような、順を追ってやってきているというと

ころがございます。 

 最終的には正式に雇用してもらうというところで、委員おっしゃるように、そこで我々

としては、まず一つのミッションというところはあるんですけれども、その先のところ、

さらにどれだけ継続して雇用してもらっているかというところは現状把握できていないと

いうのはございますので、企業訪問の際に話を聞いたりするようなところはちょっと検討

材料かなというふうに思います。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 Ｂ型とかＡ型とかとは違う性質の一般就労というところに対するお金のつけ方なので、

非常に大事な、もっともっと使ってほしい部分なのかなと私は思っています。障害者の一

般就労というのは、障害者年金であったりだとか生活保護に頼らない生き方の入り口です

ので、もっと使われてほしいところが、残念ながら、今のところトライアル雇用を含めて

も11名、奨励金としては２人ということなので、成果としては不十分なのかなというふう

に感じています。 

 長く続けることがいいことだと言っているわけではないんですが、先ほど言ったみたい
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に、Ｂ型やＡ型では福祉的な視点で見ているので、どういう人がこういう仕事に向いてい

て、どういうふうに続きやすいということが分かると思うんですが、企業も上手にトライ

アル雇用を利用して、何人も入れている企業であれば、この子は向くとか向かんとかって

ある程度分かるでんですよ。ただ、ぱんと使ってみてあかんかったら、もう障害者ってこ

ういう感じと一くくりにしてしまって、なかなか次から手が出しにくくなって、じゃ、や

っぱり知的障害や精神障害はしんどいから、身体障害で何とかしようかなというふうにな

っていってしまいがちなんですよね。 

 でも、この先の時代に出てくるのは、一番企業が使いやすいのは身体障害、次が精神障

害ですわ。精神障害の次、最後が知的障害になってくる、一般就労という話になると。そ

こに間口をぐっと広げていこうと思うと、ある程度は数を把握していって、個人を追いか

けていくということが難しいのであれば、そこは福祉に渡してもいいと思う。そういう連

携の仕方をしながら、ここの企業はこういうふうに採ってくれて、あんたのところのこの

お金を使っているこの子がここに入ったよねと、この子は継続してやっていけるかどうか

を見ていかなあかんし、という話もしていかなあかんのと違うのかなと思うんですけど、

そういった、より一層の連携強化ということは考えられないでしょうか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 委員おっしゃるように、障害者雇用、いろんなケースがあって、障害者の方の特性、あ

と企業の特性というところがうまくマッチする場合は結構お互い長く続くんじゃないかな

というところがありますし、やはりなかなかマッチしない、特に入り口、最初のときなん

かはなかなかマッチしにくいというか、お互いが分からないままで入っていってしまうと、

すぐに離職につながるというようなケースもあるというふうに聞いております。 

 現在のところ、Ａ型、Ｂ型とか就労移行支援事業所というのがありますけれども、定着

支援事業というのもございます。定着支援事業所ということで、障害者の方が就職された

ら、半年ぐらいは定期的に会社に行って、ちゃんと企業の話も聞いて、障害者の人の話も

聞いて、マッチングできているかどうかを確認して、きちっと定着を支援している事業者

さんもございますので、そういった形で、今定着に向けていろんな関係者が努力をしてい

るところでございますけれども、さらに定着をより確認していくのかというところだと思

うんですけれども、なかなか企業さんと、また個人の情報というのもありますので、その

辺は健康福祉部とも、よく相談しながら考えていく必要があるのかなというふうに認識を
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しているところでございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 これ、委員長とメンバーの皆さんにお願いなんですが、私としては、ぜひ論点を広げて

いって、論点整理シートに挙げながら、新しい制度の設計が必要になってきているんじゃ

ないかなというのを感じているもので、このように、ちょっと掘りながら質問をさせても

らっていますということを先に表明させていただいた上で、質疑を続けてもよろしいでし

ょうか。 

 定着支援というのも非常に重要な視点だし、そこに対する支援というのが、まだ、四日

市にないのであれば検討していくべきじゃないかなと思います。ここの入り口で一番重要

というか、一番取っかかりになるのは就労継続支援Ａ型の受入れ企業であり、人員を紹介

してもらう根っことしては、Ａ型の支援事業者ですよね。受入れじゃなくて出しているほ

うの事業者、ここがうまくいって、一番いいのは、Ａ型の作業所に受け入れられているＡ

型サービス利用者が企業にトライアルで入っていって、そこから一般就労になるというの

が、多分一番近いんですよ、私の過去の経験でいくと。そういう取組はあるのかないのか、

そこをちょっと教えていただいていいですか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 我々も、そこも非常に大事かなというふうな認識をしておりまして、今年度から、職場

での働き口を設ける企業に対してをもっと増やしていきたいというふうな思いから、受け

入れた企業に対しての支援制度というのを設けさせていただいたところでございます。 

 ですので、Ａ型の方とか、あるいはＢ型もそうですけれども、作業所で請負の作業をす

るだけではなくて、できれば企業に出向いて、そこでも請負の作業をしていただくと、そ

ういった機会をもっと増やしていけたらなというふうに思って、今、事業化もさせていた

だいたところでございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 最近、Ａ型作業所も何か考え方が二手あるんですよね。自分のところに、自分のサービ

ス事業者の所在地に別の会社を持ってきて、同じ建屋の中に会社が二つありますよと。一

つは福祉の会社で、一つは通常の会社ですよ、もう一つは下請会社ですよというふうにし
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て、Ｂ型事業所の延長みたいなＡ型作業所を成立させてしまって、雇用契約を結ぶか結ば

ないかというところを突き詰めたＡ型作業所も最近増えてきていますよね。そういうとこ

ろだと、こういうトライアル雇用とかにはなかなかつながっていかないと思うんですよ。 

ちょっと言い方が失礼ですけど、就労を希望する障害者と雇用契約を結ぶ派遣事業者み

たいなのがＡ型作業所の在り方なのかなと自分は思っていて、受入れ企業があって、そこ

でトライアル雇用がなされるような、一般就労そのものがなくなるんじゃないかなという

話をさせてもらいました。 

 そこの視点もこれから必要だよねという答弁はいただいたんですが、それって、商工農

水部だけではとてもできなくて、もっと情報も健康福祉部からもらわなきゃいけないし、

出してあげなきゃいけないし、受入れ企業としてやっているＡ型作業所というのは、厚生

労働省の支援しかいただいていないのがほとんどだと思うんですよ。そこをもっと市単独

で支援してあげることによって、特例子会社じゃないんだけど特例子会社のような位置づ

けになれるようにしていくとか、様々な取組を民間も頑張らなきゃいけないし、今の有り

物の事業を進めていくだけではなかなか進まんのかなというのが私の所感です。 

 その上で、何が言いたいかというと――難しいな、決算なので、あまり踏み込んで違う

話をしていてもいけないので――今の進め方を否定するわけじゃないんですけど、今の進

め方の先には、自分たちのというか、四日市の目指す理想の在り方というのはないんじゃ

ないかなというふうに私は思っているんですが、その辺りはどうですか。皆さんの中では、

今のものの延長線でぐっと前に進めていくと理想に行き着くと思っているのか、私は、ち

ょっと難しいんじゃないかなと思っているという話なんですが、皆さんはどうなんですか

ね。 

 

○ 渡辺商工課長 

 私どもとしましては、今の施策が一番よいと思ってやらせていただいていて、今年度も、

より外での働きというところも増やしていく、この目的は二つありまして、一つは、障害

者の方が作業所だけで作業するということではなくて、外の、いわゆる一般企業の現場に

行ってそこで働くという、そういう環境も経験してもらって、一般就労に向けて、作業所

以外のところでも働けるんだよというところも知っていただく、体験していただく、身に

つけていただくというのが一つと、企業によっても、障害者の方をたくさん雇用してもら

っていたり、あるいは業務を作業所に委託している企業だけでなく、新たにそういった障
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害者の方に働いてもらう場所の提供とか、作業所に業務を委託する、そういった企業も増

やしていきたいというふうに思っています。 

 やはりそういう企業が増えないと働く場というのも増えませんので、企業を増やしてい

くというところを、我々特に商工農水部でございますので、企業の理解を深めていくとい

うところを一生懸命させていただいているところでございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 もうここで最後にしたいと思うんですが、これは答弁を求めずに意見で終わりたいと思

います。 

 私は、もっとＡ型作業所というものを商工農水部が理解するべきだと思うんですよ。健

康福祉部が理解していればいいじゃなくて、商工農水部が理解をするべきだと思っていま

す。その中で、Ａ型作業所、Ｂ型作業所、Ｂ型からＡ型へ変わっていく問題であったり、

Ａ型から一般就労していくときにどこが止めるかというと、結構止めちゃうのはサービス

事業者、Ａ型やＢ型の作業所が止めちゃうんですよ。何でかというと、一定人数、ボリュ

ームが出る人数というのがあるんですわ。その人数を上回ってしまうと、途端に生産効率

が落ちるし、一定の人数を下回ると、これもとても生産効率が落ちてしまって事業が成り

立たなくなっちゃうんですね。だから、この子やったら、めちゃくちゃ一般就労で行ける

から、自信を持って出せるという子がいても、今、Ａ型作業所の人数として、この子が出

ていってしまうと採算が合わなくなるので出せないとか、だから、Ｂ型作業所から上がっ

てくる子がいなきゃいけないけど、でもそれでＢ型作業所から抜いちゃうとＢ型作業所の

効率が落ちちゃうから、Ｂ型作業所に入ってくる子が必要だみたいなふうになっていたり

とか、Ａ型作業所同士で抜き合いがあったりとか、うちの作業所はＡ型が足りやんもんで

よその事業所から引っ張ってきてとかというのがあるんですよ。 

 そういう実態をしっかり見てもらいながら、国の制度のまずさというのも、四日市から

物を言っていってほしいし、そのためには、やはり作業上の性質だとか要件だとかという

ことを、スペシャリストになっていただかなくてもいいですけど、ぺろっとちょっとなめ

ていただくと、よりいい制度だとか新しい考え方が出るんじゃないかなということを意見

として申し上げて終わりますが、もし皆さんの中で広げてもいいよというんだったらぜひ

広げていただいて、論点整理シートに使っていただきたいと思います。 

 終わります。 
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○ 三木 隆委員長 

 論点整理シートに関しては、別段また時間を設けますので、そのときに議員間討議をお

願いしたいと思います。 

 他に。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 27ページなんですが、ちょっとお聞きしたいんですけど、例えば27ページの具体的な事

業で、一番下（２）の女性就労ハード整備支援事業、８社で三百何十万円と書いてありま

すけれども、これは、女性が就労しやすい職場を目指して、職場内に子供の遊び場やスペ

ースや個室を作る整備の半額を補助しますよという内容で、そうすると、例えばいわゆる

シングル家庭の男親、シングルファーザーがこういうことをするための子供の遊び場とか、

更衣室とかトイレにはこの補助金を使えないということですか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 令和元年度におきましては、女性就労ということを重きに制度設計をさせていただいて

おります。総合計画改定のときに、女性だけでなく、誰もが働きやすい職場というような

観点から、女性に限定せず――トイレに限っては女性トイレが現場に全然ないというのが

非常に多いものですから、女性トイレというふうにしておりますけれども――ソフト面も

含めて誰もが働きやすいというような制度設計にさせていただいたところでございます。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 それはいつから。今年度からということですか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 令和２年度からでございます。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 ごめんなさい、ちょっと決算からずれてしまうのかも分からんけど、そうすると、今年

度からこれのタイトルはどうなっていますか。例えば、これは中小企業女性就労促進事業
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じゃないですか。そうすると、今年度からはタイトルも変わっているわけですか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 タイトルは、四日市市中小企業働きやすい職場づくり支援事業というタイトルにさせて

いただいております。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 それで、答えは非常に満足ですけれども、やはり、例えばこういうタイトル一つからし

ても、介護や子育ては女性がするものという先入観で、そういうイメージを定着させてい

くもので、今はもう世の中、介護も子育ても、男も女も関係なく皆でするものなんだとい

う、そういう時代だから、やっぱりいろんな分野で気をつけていただければいいなと思い

ます。今年度からの改定ということで、非常にありがたいと思います。 

 以上です。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他に。 

 

○ 中川雅晶委員 

 先ほど樋口委員が障害者雇用のところをおっしゃっていて、生々しい実態かなというふ

うに思いますので、重要な視点の指摘やと思います。 

 あわせて、今後は企業のほうも、障害者雇用のノウハウの蓄積ではないですけど、もっ

とベタに言えば、合理的配慮の促進とかというところのメニューが出てきてもいいのかな

と思いますし、先ほど、Ａ型就労から一般就労、Ｂ型からＡ型に行くときの、それのトラ

イアル奨励金みたいな感じでというのも考えられるし、少し実態に合わせた補助制度であ

ったりとか、支援制度があってもいいのかなって私もそう思います。 

 特に僕は、やっぱり企業側がしっかりと障害者の方の雇用の受け皿になって、なおかつ

雇用の継続ができるようにしていただきたいと思いますし、それはハードの部分もあると

思いますし、人的な配置の支援とかもあると思うんですけど、そういうことを積極的にや

っていただく企業に対して、そういったものの助成制度があってもいいのかなと思うし、

あわせて、行政としてそういう企業を評価する制度、市民の皆さんに向けてこういう企業
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の取組を認定したりとか、表彰したりとか、広報したりとか、そういう企業を社会として

応援しているんですよということは、行政の役割かなと思うので、そういう入り口からし

っかりと出口まで、この雇用の流れが、サイクルができなければなかなかしんどい話にな

ってしまうので、そこをぜひ検討いただければなというふうに私もそうやって思いますの

で、ぜひこれも、長いこと産業生活常任委員会にいると、この問題も質問するのが申し訳

ないような感じになってきたんですけど、苦労されている部分もあるし、努力されている

部分も十分分かった上で、でもやっぱりちょっと実態と合っていない、乖離している部分

については見直す時期に来ているんじゃないですかという樋口委員の指摘やと思いますの

で、それは私も同意させていただきますので、ぜひ取扱いをよろしくお願いいたします。 

 

○ 三木 隆委員長 

 意見でよろしいでしょうか。 

 他に。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 別件で。よろしくお願いします。 

 議案聴取会のときにも伺った、85分の29の駅西開発の整備事業の中で、いろいろと税投

入している関係で、施設自身を活用させていただくということをさらに検討を進めていた

だきたいという話をここのところしばらくさせていただいて、様々なやり取りをしてもら

う中で、新しい活用の方法も見えてきている等々のお話もいただきました。 

 当初予算のときにお話をさせていただいて、その後もし、２月定例月議会から短い期間、

４月までではありますが、その２か月の中で進捗していれば教えていただきたいんですが、

話合いの中で、前回も言いました、正面にどんと構えている大型モニター、今、消防団の

映像が流れています。あそこにもっと行政情報を空いている時間に流せないんだろうかと

いう話をさせていただいておったわけですが、その辺りの反応って、令和元年度の２月、

３月で、何か動きは起きそうな感じでしたか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 あそこの掲示板につきましては、広告代理店がやられているというふうに聞いておりま

す。現在、市の情報もシティプロモーション部のほうと連携して流してはもらっていると
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いうふうに聞いておりまして、また今後というところは具体的に我々も話はしておりませ

んけれども、現状としてはそういう状況にあるというふうに聞いております。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 代理店があそこの場借りをして、モニターを立てて、賃料を払って、そこで別に契約し

たものを流しているということだと思うんです。時間のほうも営業時間とある程度照らし

ながらやっていると思うので、もし有効なことがあるのであれば、使っていくということ

も引き続きお願いをさせていただきたいと思います。 

 当初予算のときはこれを認めました。改めて、そこから決算をつくっていっていただく

間の中で、問題も課題も整理していただいたと思います。これ、次の予算につなげるとい

う話も出てくる大事な決算ですので、改めてお聞きをします。駅西開発整備事業費、この

決算額は妥当で、四日市にとって効果のあるお金だったでしょうかというところを総括し

てお聞かせください。 

 

○ 渡辺商工課長 

 今現在、三井不動産に支援させていただいているところでございますけれども、あそこ

を、四日市の真ん中のところというところで、現状も様々な地域貢献的なことをしていた

だいております。例えばＡＥＤを設置してもらったりとか、環境のイベント、チャリティ

ーイベント、そういったところも自主的にやってもらっているというところもあります。 

 また、地域と連携というところでは、４階にスペースがありますけれども、市内の学校

のポスター展示会とか、行政、学校、病院等々の展示やイベントなんかをさせてもらって

いるようなところもございます。 

 また、子供向けの無料の工作教室とか、そういったところもやっていただいておりまし

て、あと、あの辺りでもともと課題になっていたのが自転車置場ですね。なかなか見た目

がよろしくないという課題もありましたけれども、そちらにつきましても無料駐輪場を―

―３時間過ぎればお金が要りますけれども――整備していただいて、あそこの入り口の見

た目も大分と変わったんじゃないかなと認識してもらっていると思います。そういったと

ころもやっていただいていて、今までの補助金というのは効果があったのではないかとい

うふうな認識をしているところでございます。 
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○ 樋口龍馬委員 

 3900万円というお金の妥当性ということを示してもらって決算認定すると、多分、次の

２月にもこの3900万円程度のものが上がってくるんだと思うんです。 

 本来であれば、僕も議案聴取会のときに請求しなかったのであれなんですけれども、ど

んな妥当性があるのか一覧にしてよというのを聞いてみたかったところでもあったので、

それは今、口頭でいただきました。今後、また同じように予算を出してくるのであれば、

3900万円を投下するだけの価値がある事業なんだというところが次の当初予算で示されな

いと、いつまでも、私も、今年も頑張って報告してくれているから、積算してくれたから

だけでは、通していけやんのかなというところがあります。 

 ２月、３月の間に話していただいて、この決算の分科会で報告していただいた内容、私

は是が非でも反対という立場ではありませんが、市民の皆さんが、例えば商店街の人たち

が、ここには4000万円を出すのかという方も中にはおみえになるかもしれない。ほかに固

定資産税を払っているところだってあるわけじゃないですか。それを、ここだけなぜ半分

という話になったときに、終了を定めず、今のところいつまでも何となしに出てきている

というふうに、私からすると見えてしまう。その性質のお金は意味あるものだというふう

に課長が言われたので、私が次の２月に、確かに意味あるものだなと自信を持って賛同が

できる、そういう予算に仕上げていっていただきたいということをここで強くお願いした

いんですが、可能でしょうか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 はい。一生懸命頑張りますし、今後も、三井不動産とさらなる連携策を今議論させても

らっているところでございますので、そういったところも報告できたらなというふうに考

えております。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 令和３年の当初予算について議論する場所ではありませんし、それが上がってくるかど

うかも分からない中でやるのは意味がないことなんですが、令和２年度はまだ残っていま

すので、この２年の間に、いかに効果的に、令和２年度でつけた予算が、令和元年度の決

算の話を受けてより進んでいくんだというところに注目をしていきたいと思いますので、

お願いをして終わります。 
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○ 三木 隆委員長 

 他にご質問はありませんか。 

 

○ 中川雅晶委員 

 四日市コンビナート先進化推進事業費のところで、四日市コンビナート先進化検討会、

決算常任委員会の資料としては85分の46。 

 決算額自体は50万円程度なんですけど、報告を見させていただくと、今年度はドローン

の実証実験をされたりとか、タブレットとかスマートグラスとかバイタルセンサーを導入

するとかというところで、規制緩和としては、この間の緑地面積率の緩和とかというとこ

ろで、アウトプットはしていただいていると理解しているんですけれども、先進化検討会

の今後の在り方とか、単に企業が集まって、行政と顔を突き合わせて何回かやられている

というだけのイメージなのか、コンビナートを今後どうしていくかという非常に重要なタ

イトルなんですけど、予算額としては非常に少なくて、会議費用だけで本当に四日市市が

求めるものが出てくるのかどうなのか。企業側は行政に何を求めているのか。一つは規制

緩和とかというのは求めているのかなとは思いますが、何かお互いのニーズがしっかりと

適応しているのかどうなのかというのが、この決算の中では見てとれないし、今後これを

もっと充実させていくのか、いや、もうこれはこの程度でずっと置いていくのかというの

がなかなか判断つかないので、その辺はどうでしょうか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 ありがとうございます。 

 この事業でございますけれども、企業15社、あと、国、県、市で構成してやってござい

ますけれども、私どもの主観も入りますけれども、単に集まって議論しているだけという

ものではないというふうに自負しております。 

 と申しますのも、部会を設けているんですけれども、まず、手法としましては、部会長

は企業の人になってもらって、企業の人が企業のために企業をまとめて進んでいくと、行

政はそのサポートに徹しているというような進め方をしております。ですので、企業の人

らも単に付き合いで来ているというのではなくて、あくまでコンビナートとしてどうある

べきかを真剣に考えてやってもらっているというところがございます。 
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 令和元年度におきましては、ここにも示させていただいておりますように、ドローンと

かタブレット、ＩｏＴ活用というところで取り進めてきたところでございます。なかなか

コンビナート特有の機器を導入しにくい状況とか独特の規制もございますので、そういっ

たところを、専門家たちが集まって、今の時代、こうするとよりよくなる、それは規制緩

和というよりも、最先端のものを使って、より安全に、より効率的に進めていくというよ

うな提案をいただいて今進めているところでございます。 

 具体的にも進んでおりますけれども、特にこういったやり方につきまして、国、経済産

業省等にも報告に行っております。国からも、この四日市の取組は、特にコンビナート先

進化というところでは、非常に全国の中でも前に進んでおるというふうな評価もいただい

ているところでございます。今ですと、全国のコンビナートを有する自治体からも、我々

のほうに問合せもいただいているところでございます。 

 今後におきましても、新たなテーマを企業から出していただいて、例えば、温暖化対策

という中で、新エネルギーについてもっと踏み込んだ議論を、今のうちからしておくべき

ではないかというような前向きな意見も企業からいただいております。そういった意見に

賛同する企業をまとめて、我々は裏方として、企業を中心に進めていくというような取組

もしていきたいと思いますし、ＡＩ、ＩｏＴ関係にいきますと、コロナがあって、特にコ

ンビナート先進化検討会の取組は間違いではなかった、さらにやっていかなきゃいかんと

いうところを企業側も非常に認識されておりました。我々も勉強になりましたけれども。

さらにそちらの面に関しても進めていくというふうに考えております。 

 

○ 中川雅晶委員 

 私も総合計画を読ませていただくと、コンビナート先進化検討会の延長線上には、産業

のスマート化促進という部分につながるのかなと思いますし、コロナ禍を受けて大きく世

の中が変わっていく中において、やっておられることは間違いではないと私も思います。 

 例えば総合計画の中では、ビッグデータなんかをもっと利活用しようというところが読

みとれますし、ホームページなんかを見ると、企業の人材育成なんかもうたわれている部

分があったりとか、となると、今現状としてはなかなか、そういう現場で使えるようなド

ローンとかタブレットとかというのは、別にそんなに取り立てて検討をしなくても答えが

出るような部分かなとかって思ったりとかするので、もっと何か、総合計画であったりと

か、企業のニーズとかであったりとかというところの検討をされるのであれば、この程度
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の予算でいいのか。もっと例えば学術機関とも連携をした上で、さらに高度な会議体にし

ていくのかというところの分かれ道はあるのかなとは思うんですが、スマートなホームペ

ージは作っていただいているんですけど、例えば世界に発信するのであれば、ＳＤＧｓの

Ｓの字も出てこないとかというのは、少し僕としては不満かなと思いますし、この会議体

を四日市としてはどういうふうにしていくのか、また企業としてもどういうメリットがあ

って参加するのか、結果としてどういうものをどんどん出していくのかというのはやっぱ

り注視をしなきゃいけないし、その辺の考えですよね。 

 いうても、答えはなかなか出ないかもしれないですが。 

 

○ 渡辺商工課長 

 まず、最初に、ちょっと私の説明不足もありまして、加えて説明させていただきますと、

ドローンあるいはタブレットの持込みというのは、コンビナート以外であればスムーズに

持ち込める現場は非常に多いと思いますけれども、石油化学コンビナートにおきましては、

危険物等を取り扱っているというところもありまして、いわゆる電子機器というのは場内

に持ち込めない場所が非常に多うございます。持ち込めない、あるいは持ち込みたくない。 

 結果、どういうことが起きているかといいますと、加工・組立て系の工場では、カメラ

がいっぱいついていて、自動ロボットが動いてというのはございますけれども、コンビナ

ートは、まだまだそういう意味では操業、安全管理等につきましては機械を入れられない

ところでアナログの世界になっております。それが、石油化学業界の大いなる課題という

のは皆さん認識しているんですけれども、その一歩を踏み出したのが、四日市というとこ

ろがございます。 

 そこは、総務省消防庁と、四日市市消防本部とも連携してもらって、どういう状況なら

入れられるかというのを、国の総務省消防庁にガイドラインを作ってもらって、それに合

わせて、四日市市消防本部もガイドラインを作って、企業にそれを導入してもらうという

ところで、特にドローンなんかは、四日市市消防本部のドローンを企業の場所で飛ばすと。

行政が飛ばしておると――当然ガイドラインはきちっと守ってやっていて、ガイドライン

は企業側に提供しております――企業においても、うちもちょっとチャレンジしようかと

いうところで、今、コンビナート企業さんでドローンを購入して飛ばし始めたところでご

ざいます。全国では千葉県とかで飛ばす事例がありますけれども、仕組み作りについては

四日市が一番でやっております。タブレットも同じような話になっているというところで
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ございます。 

 まず、そういった最新技術を入れていってもらって、効率化して、我々としましては、

その先にそういった機器も入れつつ、新たな投資をしていってもらいたいというところが

ございます。なかなかやはり規制が厳しいところですと投資しにくいという声は聞きます

し、自主規制の中でも投資しにくいとかというのがございますので、やはり四日市におい

ては、コンビナートが投資しやすい環境にあるというところをＰＲしていきたいというと

ころでホームページも作っておりますし、企業からも、四日市のノウハウをぜひ横に展開

したいというところで、基本的に、各企業がやった状況というのは、15社で必ず共有しよ

うというところがございます。企業秘密の部分はもちろん出しませんけれども、基本的に

全部オープンにして、それを日本全体で広めて、日本の石油化学産業を盛り上げていこう

と、そういった思いでやっているというところでございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 ドローンのことはよく分かりました。私の認識不足で、そういうところで利活用の促進

を図っていくと。 

 私は、さっき最後におっしゃったように、コンビナート先進化検討会というのは、やは

り企業が連携をしていかなきゃいけない。もちろん企業個体としての経営はあったりとか、

企業秘密はあるとしても、企業で連携をしていくというのは、国際競争社会の中で勝ち抜

くためには、そういうことも本当に非常に重要な時代に入ってきているなというのは分か

りますので、ただ、本当はすごく重要なことをやられているんじゃないかなと思っている

割には、何か地味な会議体というイメージがあるので、予算だけではなく、もう少し発信

力を、行政の役割はやっぱり、発信してあげたり、評価してあげたり、規制なんかをちゃ

んと情報共有したりとかを政策的につなげる部分であることを考えると、もう少し行政と

してやれることというのを検討していただいてもいいんじゃないかなと思います。どちら

かといったらその場をつくって、どうぞ検討してくださいという感じがしていて、要望を

受けて着手されたというのは履歴としてよく分かっているんですけど、もう少し、この検

討会が四日市の未来にとってプラスになるような行政の動きとかを、ぜひ次の予算なんか

に少し工夫されて提案いただければなと、要望だけしておきます。 

 

○ 三木 隆委員長 
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 他にご質疑は。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 決算常任委員会資料部局別85分の33ページ、商店街のアーケードの修繕関係の部分なん

ですが、前回の決算審査でもお尋ねしたと思います。改めてお尋ねをしたいと思います。 

 中心地のアーケードって、四日市市にとって、ありがたいものなのか、あってもなくて

もいいものなのか、そこをちょっとお答えいただけますか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 まず、アーケードに関しましては、それぞれの商店街の団体のもので、民間の施設とい

うところがございます。そういった中で、四日市の中心市街地が活性化して今に至るわけ

ですけれども、そういった中で、アーケードが果たしてきた役割は非常に大きいものでは

ないかというふうに認識しております。 

 一方で、50年ぐらいたってきておりますので老朽化してきているというところで、今後

どうしていくかというところは、総合計画でも示させていただきましたけれども、関係者

と協議をしながら、在り方を含めて議論をしていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 それは知っていて、四日市にとってどういう印象を持ってみえるのか、あったほうがい

いものなのか、なくてもいいものなのか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 繰り返しになりますけれども、アーケードを中心に町なかが発展してきたという、過去

50年を見てきますと、そういう意味ではアーケードは非常に大切だったのではないかとい

うふうに認識しております。 

 今後というところで、結局、持ち主の皆さんと議論をして、中心市街地の形として、ア

ーケードがあったほうがいいのか、なかったほうがいいのかというところは、行政だけで

決めるというよりは、みんなで議論をして考えていく必要があるのではないかなというふ

うに思っております。 
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○ 樋口龍馬委員 

 都市整備部の答えと商工農水部の答えは違うものになるんだと思うんです。というのは、

建物を建てる上では、アーケードというのは障害になることが多い。けれども、今のアー

ケードがあるかないかで、描く商業像というのは変わると思うんですよ、私は。商工農水

部の考えるところの四日市の駅前の商業構造を中長期で見た場合、アーケードが必要なら

このままの制度でいいのかなというと、民間と相談しながらと言うんですが、もう商店街

振興組合はかつかつになってきているわけですよ。新しい人も入ってこない、今回のコロ

ナ禍で吐き出してはいけないお金まで吐き出して耐えた部分もありますし、今の渡辺課長

のスタンスでいくと、維持できないという答えしかもう残っていないのかなというのが率

直なところです。 

 ３分の２の助成で、十分につけておるやないかという考え方もありますけど、原資を準

備できるように、行政も商店街振興組合に入りなさいよと、昔みたいに強い施策を打って

いるわけでもない中で、チェーンの居酒屋がまだまだ入っていなかったり、自分たちとし

ては、ビルを再開発したことによって、アーケードからセットバックした恩恵は被ってい

ないというふうに言い切る方たちもみえるし、でも、コロナのときに、電灯を早く落とし

ていたのは知っていますよね。あのときに、四日市、暗くなったなと思った人はいっぱい

おると思うんですよ。 

 今の行政のスタンスのままでいいのかというのは、四日市にとってアーケードが必要な

いなら必要ないで仕切ってもらったほうが、まちの人らも楽になるのと違いますか。でも、

四日市に残っておってほしいんだったら、支援が足らないと思います。この辺りどうです

かね。 

 

○ 荒木商工農水部長 

 まず、四日市にアーケードが必要かどうかということに関しましては、私ども、まだ市

として結論づけておりません。私ども、昨年度も決算議会の中でこういったご指摘、本当

に必要なのかというような話も、総合計画の中でもいただいたように認識してございます。

そこで、我々、メリットとデメリット、これを一度、他都市の状況も含めて調べさせてい

ただきました。やはり委員おっしゃったように、アーケードを取っ払えば、土地の高度化

利用ができて道路も通るよと、町なかに車も入ってこれるよといったようなこともござい
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ます。他都市への調査でも明るくなったなというような意見もございました。 

 ただ、ある市でございますが、一旦アーケードを取っ払ったものの、市民意見に基づい

て再度整備し直したというような都市もあって、それはやはり、その都市にとっては、市

民の方にとっては、アーケードが非常に重要な位置づけを占めておったというようなこと

でございます。 

 こういったようなデータも、議論するたたき台として、今後、先ほども話も出ましたが、

都市整備部が、四日市駅の周辺整備事業の中で、道路もいじるというような話もございま

す。それは中央通りだけに限らず、例えば公園通りに車を通したいとか、そういったよう

な話も出てくる中で――今のは一例でございますが――そういったところとも連携して、

私どもの考え方を、商店街の皆さんと話し合って、市の中で私どもの意見として述べてい

きたいというふうなことで、課長が申しておるのは、そういったデータを商店街の人に示

すことによって――当然のことながら今の所有者でございますので――その辺の考え方を

整理したいということでございます。 

 喫緊に当たって、この補助金のことにつきましては、今、振興組合の理事長サイドから

話をいただいておるのは、先ほどお話もございましたが、今年は最終年度で老朽化の改修

の補助金を設定しておりますが、組合費はコロナ禍で資金がないということで会員の皆さ

んに一部返したと、来年度まで改修を待ってくれというような話もいただいてございます。

そういったことで、今、喫緊の議題としては、そういった要望を承っておるということで

ございます。 

 以上でございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 商店街がアーケードで、商店の人たちが、うちの前は雨が降らんわというのはすごく一

面的な見方で、行政職員の歩行動静見たら分かるじゃないですか。雨の日、みんなどうや

って帰りますか。商店街の中を通りますやろう、傘を差さずに。それがもう僕、全てやと

思う。 

 まちの在り方の中でそれが必要ないなら、きちんと地元の理解をいただきながらなくし

ていく方向で進めなきゃいけないと思うし、やっぱり四日市のまちの中心地の在り方とし

て、あれがないとというのであれば、この支援では不十分であるというふうに考えている。

私は、自分の個人としてはどうやという話は置いておいて、そこの決断を迫られている時
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期にもう来ているよと。ここは認識しなきゃいけないし、もしこれを止めて、今後アーケ

ードは撤廃していく方向でというのであれば、緩和措置も行っていかなきゃいけないけれ

ども、呉服町ヨーロッパ村のアーケードが落ちたのって覚えていますか。あれ、雪で落ち

たんですよ。人が下を歩いていなかったからよかったけど、人が下を歩いておったら死ん

でいますよ、あんなもの。夜中だったのでよかったんですけどね。 

 やはり耐震化もそうだし、鉄骨のことも見ていかなきゃいけないし、いろんな維持修繕

にはお金も物すごいかかる。そこの調査費にまで金をつけてくれたと喜んでいましたわ、

まちの人らは。喜んでいたけれども、この先何十年も維持していくというのを、あるいは

民間が建てたものやでな、でやられていくと、もたんというのもあるわけですよ。 

 そこのところは四日市としてどうなんだという話をもっともっと煮詰めていっていただ

きたいということをお願いして終わります。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他にご質疑は。 

 

○ 中川雅晶委員 

 85分の26ページの中小企業人材確保支援事業ですけど、これ、昨年の９月15日の就職フ

ェアの出展を補助したという感じなんですけど、この決算はこの決算で了とするんですけ

ど、来年に向けては、コロナ禍を受けて、同じようなメニューはなかなか厳しくなってき

ているのかなと思いますし、現在、大手の企業を中心にオンラインで企業説明や面接とか

を進めている中で、この中小企業人材確保支援事業自体も少し、衣替えじゃないですけど、

こういう出展に対する補助だけではなくて、例えばそういうオンライン面接とか企業説明

のための環境整備を支援するような事業につくり変えることも一つの選択肢かなと思うん

ですが、その辺はいかがでしょうかね。 

 

○ 渡辺商工課長 

 コロナの関係で、委員おっしゃるように、就職活動は非常にさま変わりしてきていると

いうことと、こちらの場合は、人材が欲しいという中小企業さんに対する支援ですけれど

も、企業さんから見ても大きく変わってきているというのは聞いてございます。 

 就職フェア等につきましては、面談でやるというところもあればオンラインでというと
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ころもございますので、柔軟に対応できるような支援策にしていきたいというふうに考え

ておりますし、今後、コロナがいつまで続くかというところがありますけれども、そうい

った中で臨機応変に対応できるようにしていきたい、特に中小企業が人材を採れるように

考えていきたいというふうに思っております。 

 

○ 中川雅晶委員 

 こういう大型の展示ブースタイプのやつを、オンライン上で開催する方向性もあるわけ

ですかね。 

 

○ 渡辺商工課長 

 そういう説明会を開催する企業に聞きますと、そういったところも考えたりとかという

のは聞いておりますし、今後、そういうのもしていくというような話も聞いてはおります。 

 

○ 中川雅晶委員 

 そういうオンライン上のブースで、当然参加費がかかるので、同じような発想で支援を

していくとかというのはありかもしれないし、単独でも発信力を高めたりとか、まず、そ

の企業を知ってもらわないとなかなか集まらないのでこういうところを活用すると予測は

するんですけど、来年度の予算の立て方とかというのも、今年度を踏襲するわけにはいか

ないのかなと思いますし、今さら、近県から人とかを集めて、学生等を集めてでかいとこ

ろでやるという選択肢はなかなかないのかなって。学生側のニーズからとしても、やっぱ

り就職活動に大量に経費を使ってやっていた時代から、経費も移動も少なくして、いい企

業とのマッチングとかというやり方に移行する中において、中小企業の人材確保の支援策

というのも少し検討していただかなきゃいけないのかなと思うので、意見だけにとどめて

おきますので、ぜひ検討いただければと思います。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他にご意見は。 

 

○ 笹井絹予副委員長 

 中小企業人材スキルアップ支援事業なんですけれども、これは、補助対象資格の例が①、
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②、③とあるんですけれども、今回のコロナ禍で、結構デジタル化が推進されていると思

うんですけど、これからのＩＣＴ関係の資格とかはどうなんでしょうか。 

 

○ 渡辺商工課長 

 スキルアップ事業の前提といたしまして、法的にこの資格がないと仕事ができないとい

うような資格に対して補助をさせていただいております。ですので、今後、例えばＩＴ関

係のこの資格を持っていないとこの仕事はできませんよというのが出てくれば、新たにど

んどん追加していきたいというふうに考えております。 

 

○ 笹井絹予副委員長 

 できましたら、やはりこういう時代ですので、そういう方向性も考えていただきたいな

と、これは私の意見です。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他に。 

 

（なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 別段ご意見、ご質疑もないようですので、これより討論に移ります。 

 討論がありましたらご発言願います。 

 

（なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 別段討論もないようですので、これより分科会としての採決を行いたいと思いますが、

よろしいですか。 

 

（異議なし） 
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○ 三木 隆委員長 

 異議なしと認め、原則どおり採決を行いたいと思います。 

 なお、全体会へ送るか否かは採決の後にお諮りします。 

 反対表明がありませんでしたので、簡易採決とさせていただきます。 

 議案第21号令和元年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定のうち、歳出第５

款労働費、第１項労働諸費、第７款商工費、第１項商工費（関係部分）については、認定

すべきものと決することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 ご異議なしと認め、本件は認定すべきものと決しました。 

 次に、論点整理シートを用いずに全体会審査に送るべき事項について、委員の皆様から

ご提案がありましたら、挙手にて発言願います。 

 

（なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 それでは、全体会へ送らないものとします。 

 

 〔以上の経過により、議案第21号 令和元年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決

算認定について、一般会計歳出第５款 労働費、第１項 労働諸費、第７款 商工

費、第１項 商工費（関係部分）について、採決の結果、別段異議なく認定すべき

ものと決する。〕 

 

○ 三木 隆委員長 

 先ほど、樋口委員のほうから、障害者雇用奨励補助金制度についての論点整理シートに

ついてご意見がありました。趣旨も樋口委員のほうから説明いただきましたが、これに対

して他の委員の方、どのようにお考えか、ご意見をお聞かせください。 
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○ 諸岡 覚委員 

 意見じゃなくて、もう一回ちょっと趣旨を簡潔明瞭に言っていただけるとありがたい。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 健康福祉部の個人に対する助成、補助というのがあります。雇用機会を拡大させるとい

う商業的視点で、商工農水部が持っているこの予算があります。これは企業に対するもの

だということで整理をされたわけです。ただ、福祉的部分というのは障害福祉課が担って

いて、商工課と障害福祉課は連携しているとはいうものの、福祉制度の詳しいことまで理

解をして設計されているかというと、そうではないんじゃないかなというふうに私は考え

ています。 

 ですので、より深い連携を図りながら、制度的な、福祉制度を理解した上で、新たな助

成制度を創設していくということが必要ではないかという視点で、論点整理シートにまと

めていただいて、全体会に上げていただけるとありがたいなということでございます。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 そうすると、現状を踏まえて新たなシステム構築を目指していってはどうかという前提

で議論するべきだという、そういうことですね。了解しました。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他の委員、何か意見は。 

 論点整理シートの作成についてですが、分類として、拡大、新規事業の実施、その他と

いう部分に分類されると思うんですが、この中でどの分類にという意見はありませんか。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 私としては、新規事業の実施というところで提案したいと思います。 

 

○ 三木 隆委員長 

 今の意見について、ご意見ありませんか。 

 太田委員、よろしいですか。 

 



 - 49 - 

（発言する者あり） 

 

○ 三木 隆委員長 

 小川委員はどうでしょうか。日置委員はどうですか。 

 

（なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 それでは、皆さん賛成ということですので、この方法で進めたいと思います。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 別に異議はないんですよ。ないんだけど、さっきから、意見の聞き方が、皆さん今のに

意見がありますかと聞かれたもんで、意見なしと答えたんですよ、私は。賛成しますかと

言われて、なしと言うたわけじゃないので、そこはきちんと採決は取っていただきたい、

「よろしいか」ということで。 

 

○ 三木 隆委員長 

 では、改めて伺います。 

 よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 賛成多数として、この件は認めようとする次第でございます。 

 だから、論点整理シートを作成した上で、決算常任委員会の全体会に持っていくという

流れになっていますので、その方向で、一旦たたき台のほう、正副のほうでまとめて、こ

の委員会中のどこかに時間をつくって、再度皆さんに確認していただきたいと思います。 

 

                                １５：２４休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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                                １５：４１再開  

 

○ 三木 隆委員長 

 さっきの論点整理シートについては、マニュアルがありますので、ちょっとそれだけ説

明して。 

 

○ 小川政人委員 

 論点整理シートって、ほかにも二つばかり言うておったやん。駅西とアーケードも。あ

れはええのかな。言うただけか。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 今回は決算審査で、当初予算のときにきちっと説明をつけてくれよ、方向性を定めてく

れよという話なので、決算審査の中では解決したかなと思っているので。 

 

○ 小川政人委員 

 言うていかんとあかへんやろ。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 三木 隆委員長 

 ちょっと時間もないようですので、説明します。 

 論点整理シート作成に向けて議員間討議次第というのがありまして、まず、先ほど樋口

委員が提案されたのは、流れ的にそれでいいんですが、それに対する討議が結構緩いとい

う、先ほど見ていたら。全然ほかの人の意見が何もないもんで、だから意見を聞いておっ

たんですよ。だから、そこら辺の部分を、今日はどうのこうの言いませんが、ちょっと時

間をつくりますので、こういう流れでせんと全体会に持っていくプロセスにならんもんで、

その辺にちょっと留意してほしいという部分で今説明します。委員は同意されたという部

分の返事はもらったんですけど、どういう部分がどうやというような討議をしてほしいと

いうのが、私の狙いでありました。 

 それと、例えばさっき言ったように、新規事業の実施という項目についても、いやいや、
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私は違うよという人もおれば、そういう意見を言うてほしいと。それと、論点整理シート

の議論の中で、今言うたように、各委員の意見が集約されないとまずいんですわ。個々、

数人の意見でという部分であると、まとめるのになかなか難しいところがあってですね。

その点をまず踏まえて時間はつくりますので、今言うたことを踏まえて、また今回の各部

局の審査の終了時点で上がってきた論点整理シートについては、そのような処理をしてい

かなあかんもんで、そういうふうなことを考えつつ、今後、論点整理シートの作成を要望

されるのであれば、そういう流れの中で進めたいと思いますので、ご理解のほどよろしく

お願いします。 

 本日は、そういう趣旨の部分を頭に入れてもらって、今後、論点整理シートを提出する

に当たってはそういう流れでやりたいというふうに思います。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 委員長の進行にどうのこうのじゃないんですけど、私がやっていたときに全体の討議み

たいなのがあったんですよ、そこから始まって、論点整理シートに入っていたんですけど、

その議論の最中に、論点整理シートのところに集中するように切り替えないと、後でとい

っても、なかなか理事者がいないところで上手に委員間討議できないところもあるのかな

と思うもので、これは私の考え方なので委員長が採用するかどうかは別にして、その場所

で、じゃ、今こういう提案があったから切り替えて委員の皆さんから意見を集めますとい

うふうにしてもらったほうが集中的に議論しやすいのかなというふうに、特出しして後で、

例えば農水振興課を挟んで市立四日市病院を挟んで、じゃ、その後に、この前樋口委員が

言うておったやつなといっても、なかなか入れないと思うんですよ。そこは、私はその場

で切り替えてもらったほうがいいのかなと思って、皆さんがもしよろしければ、論点整理

シートにまとめていただく方向でという発言をさせていただいたんです。 

 運営については委員長に一任いたしますけれども、そういうやり方もありなのかなと。 

 

○ 三木 隆委員長 

 実際は、今言われたとおりのやり方のほうが、理事者もおって、理事者への質問も出し

やすいし、ちょっと今日は商工課の部分を完結させたいという部分がありましたもんで、

時間の配分上こうなりました。またちょっと考えますわ。これ以外のところのやつは、今

後そのように、理事者のいる前で議論してほしいので、そういうことも、委員の皆さんも、
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うなずくだけじゃなくて、ちゃんと意見を言うてほしいと思います。 

 

○ 伊藤議会事務局主事 

 論点整理シートは、別のときに議論をいただくということでいいんですか。 

 

○ 三木 隆委員長 

 この件に関しては、俺のやり方がちょっとまずかったもんで。理事者がおるところで本

当はしたかったんやけど、それができなかった。 

 

○ 中川雅晶委員 

 議員間討議をまだ深めてやっていくというのであればそれはそれでいいと思うんですけ

ど、ただ、先ほど健康福祉部の事業との連携とかとなれば、その中を審査するというわけ

じゃないですけど、どういう事業があるのかというぐらいは資料として準備しておいてい

ただくとか、それから、今回のいろんな障害者雇用の事業費なんかを、今年度は今年度の

決算額で分かりますけど、少し経年的に見て、決算額とその効果とかというのも目で、数

字で分かるような感じの資料なんかも準備した上で、論点整理シートをまとめていくとか

というのも一つの方法かなと思います。 

 

○ 三木 隆委員長 

 議論に入る前にもう少し、それに対する、今中川委員がおっしゃったようなデータの足

らない部分ですか、そこら辺の資料請求とか、そういう部分も。 

 今言われた資料、データ。俺のほうから資料請求できるんかな。 

 

○ 伊藤議会事務局主事 

 ただ、健康福祉部の範疇に入ってくると、なかなか難しいかと。 

 

○ 三木 隆委員長 

 取りあえずは商工農水部関係分、健康福祉部もある程度関わっているんやけど、その辺

はどう取り扱うんですか。 

 樋口委員、どうですか。 
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○ 樋口龍馬委員 

 健康福祉部については、資料が教育民生分科会のほうに示されているわけじゃないです

か、部局別に。その内容を参考資料として抽出していいかどうかだけ事務局で申合せして

もらって、別に我々は議員であって、分科会の中でその内容を審査しないのであれば、提

示されているものを参考にするのは当たり前のことなので、そこは、事務局があまり配慮

し過ぎなくても、審査して、これで健康福祉部を呼びつけてという話になると非常に問題

あるけれども、この議員の中で、一つの参考資料として扱いながら進めるのであれば、私

は問題ないのかなと思うので、そこはあまりびびらずにいったらどうですかね。 

 

○ 伊藤議会事務局主事 

 先ほどは、すみません、私が把握させていただいたところでは、請求と言われましたの

で、例えば健康福祉部さんに新たな説明資料を求めるようなお話ですと、なかなか所管も

違っているところで難しいというところでしたけれども、既に提出されておる議会資料を

まとめるということであれば、事務局だけで可能だと思っております。 

 

○ 三木 隆委員長 

 そういう流れで行いたいと思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

 本日はこの程度といたします。ご苦労さまでした。 

 

                                １５：４９閉議  


